
受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
し上げます。

さて、「ニュージーランド・ボンド・オー
プン（毎月決算型）」は、このたび、第 ₅ 期
の決算を行ないました。

ここに、第 ₁ 期～第 ₅ 期中の運用状況をご
報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

<3245>

ニュージーランド・ボンド・オープン
（毎月決算型）

★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 約₁₀年 ₁ カ月間（₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日～₂₀₂₄年₁₁月₁₈日）

運 用 方 針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざ
して運用を行ないます。

主要投資対象
ベビーファンド ニュージーランド・ボンド・マザー

ファンドの受益証券
ニュージーランド・ボ
ンド・マザーファンド ニュージーランド・ドル建債券

マザーファンド
の運用方法

①主として、ニュージーランド・ドル建債券に投資
することにより、安定した収益の確保と信託財産の
着実な成長をめざして運用を行ないます。
②運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
　イ ．投資対象は、国債等（国家機関、政府・地方

政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断
される機関等が発行・保証する債券を含みま
す。）および社債とします。

　ロ ．投資する債券は、取得時においてＢＢＢ格相
当以上（ムーディーズでＢａａ ₃ 以上、Ｓ＆Ｐ
でＢＢＢ－以上またはフィッチでＢＢＢ－以
上）の格付けを有することを基本とします。

　ハ ．国債等を除き、一発行体当りの投資比率は、
信託財産の純資産総額の₁₀％程度を上限としま
す。

　ニ ．運用の効率化を図るため、ニュージーラン
ド・ドル建ての国債先物取引等を利用すること
があります。

③外貨建資産への組入比率は、通常の状態で高位に
維持することを基本とします。
④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原
則として行ないません。

組 入 制 限

ベ ビ ー フ ァ ン ド の
マザーファンド組入上限比率 無制限

マ ザ ー フ ァ ン ド の
株 式 組 入 上 限 比 率 純資産総額の₁₀％以下

分 配 方 針

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益
（評価益を含みます。）等とし、原則として、継続
的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を
行なわないことがあります。また、第 ₁ および第 ₂
計算期末には、収益の分配は行ないません。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファ
ミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファ
ンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの
受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕
組みです。

東京都千代田区丸の内一丁目 9番 1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0 1 ₂ 0 ― 1 0 ₆ ₂ 1 ₂
　　　（営業日の ₉：00～17：00）
h t t p : / /www . d a iw a－am . c o . j p /

運用報告書（全体版）
第 1 期（決算日　2014年12月1₈日）
第 2 期（決算日　2015年 1 月19日）
第 3 期（決算日　2015年 2 月1₈日）
第 4 期（決算日　2015年 3 月1₈日）
第 5 期（決算日　2015年 4 月20日）



ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

期　　　　　別
基　　準　　価　　額

シティニュージーランド
国 債 イ ン デ ッ ク ス

（円換算） 公 社 債
組入比率

債　　券
先物比率

純資産
総　額

（分配落） 税込み
分配金

期　中
騰落率 （参考指数） 期　中

騰落率
円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

₁ 期末（₂₀₁₄年₁₂月₁₈日） ₁₀, ₅₅₅ ― ₅. ₆ ₁₀, ₅₉₄ ₅. ₉ ₉₆. ₄ ― ₁₀₅
₂ 期末（₂₀₁₅年 ₁ 月₁₉日） ₁₀, ₇₀₄ ― ₁. ₄ ₁₀, ₇₆₃ ₁. ₆ ₉₆. ₇ ― ₁₀₇
₃ 期末（₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日） ₁₀, ₅₆₅ ₂₅ △ ₁. ₁ ₁₀, ₆₆₁ △ ₁. ₀ ₉₆. ₁ ― ₁₁₃
₄ 期末（₂₀₁₅年 ₃ 月₁₈日） ₁₀, ₄₁₈ ₂₅ △ ₁. ₂ ₁₀, ₅₄₂ △ ₁. ₁ ₉₆. ₅ ― ₁₁₂
₅ 期末（₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日） ₁₀, ₈₁₀ ₂₅ ₄. ₀ ₁₀, ₉₈₈ ₄. ₂ ₉₆. ₄ ― ₁₁₆

（注 ₁ ）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 ₂ ） シティニュージーランド国債インデックス（円換算）は、シティニュージーランド国債インデックス（ニュージーランド・ドルベース）の

データに基づき、円換算し、当ファンド設定日を₁₀, ₀₀₀として大和投資信託が計算したものです。
（注 ₃ ）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注 ₄ ）公社債組入比率および債券先物は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注 ₅ ） 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
（注 ₆ ）債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■設定以来の運用実績

■当作成期間（第 1 期～第 5 期）中の基準価額と市況の推移

11, 000

10, 800

10, 600

10, 400

10, 200

10, 000

9, 800

（円）
3. 0

2. 5

2. 0

1. 5

1. 0

0. 5

0

（億円）

第 5期末
（2015. 3. 20）

第 1期末
（2014. 12. 18）

第 2期末
（2015. 1. 19）

第 3期末
（2015. 2. 18）

第 4期末
（2015. 3. 18）

設　定
（2014. 11. 4）

基準価額（左軸）　　　　分配金再投資基準価額（左軸）　　　　純資産総額（右軸）

＊ 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す
ものであり、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

＊ 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまが利用するコースにより異なります。また、分配金の課税条件は、ファンドの購入価額により異
なります。
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

年 月 日
基 準 価 額 シティニュージーランド

国債インデックス（円換算） 公 社 債
組入比率

債　　券
先物比率

騰 落 率 （参考指数） 騰 落 率
円 ％ ％ ％ ％

第 ₁ 期
（設定）₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日 ₁₀, ₀₀₀ ― ₁₀, ₀₀₀ ― ― ―

₁₁月末 ₁₀, ₅₉₈ ₆. ₀ ₁₀, ₆₂₂ ₆. ₂ ₉₆. ₆ ―
（期末）₂₀₁₄年₁₂月₁₈日 ₁₀, ₅₅₅ ₅. ₆ ₁₀, ₅₉₄ ₅. ₉ ₉₆. ₄ ―

第 ₂ 期
（期首）₂₀₁₄年₁₂月₁₈日 ₁₀, ₅₅₅ ― ₁₀, ₅₉₄ ― ₉₆. ₄ ―

₁₂月末 ₁₀, ₈₀₈ ₂. ₄ ₁₀, ₈₅₇ ₂. ₅ ₉₆. ₁ ―
（期末）₂₀₁₅年 ₁ 月₁₉日 ₁₀, ₇₀₄ ₁. ₄ ₁₀, ₇₆₃ ₁. ₆ ₉₆. ₇ ―

第 ₃ 期
（期首）₂₀₁₅年 ₁ 月₁₉日 ₁₀, ₇₀₄ ― ₁₀, ₇₆₃ ― ₉₆. ₇ ―

₁ 月末 ₁₀, ₁₈₄ △ ₄. ₉ ₁₀, ₂₂₉ △ ₅. ₀ ₉₆. ₃ ―
（期末）₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日 ₁₀, ₅₉₀ △ ₁. ₁ ₁₀, ₆₆₁ △ ₁. ₀ ₉₆. ₁ ―

第 ₄ 期
（期首）₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日 ₁₀, ₅₆₅ ― ₁₀, ₆₆₁ ― ₉₆. ₁ ―

₂ 月末 ₁₀, ₅₉₇ ₀. ₃ ₁₀, ₆₉₁ ₀. ₃ ₉₆. ₅ ―
（期末）₂₀₁₅年 ₃ 月₁₈日 ₁₀, ₄₄₃ △ ₁. ₂ ₁₀, ₅₄₂ △ ₁. ₁ ₉₆. ₅ ―

第 ₅ 期
（期首）₂₀₁₅年 ₃ 月₁₈日 ₁₀, ₄₁₈ ― ₁₀, ₅₄₂ ― ₉₆. ₅ ―

₃ 月末 ₁₀, ₆₂₇ ₂. ₀ ₁₀, ₇₆₉ ₂. ₂ ₉₆. ₂ ―
（期末）₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日 ₁₀, ₈₃₅ ₄. ₀ ₁₀, ₉₈₈ ₄. ₂ ₉₆. ₄ ―

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比（第 ₁ 期は設定比）。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】

設定時：₁₀, ₀₀₀円　第 ₅ 期末：₁₀, ₈₁₀円（既払分配金₇₅円）　騰落率：₈. ₉％（分配金再投資ベース）
【基準価額の主な変動要因】

ニュージーランド・ドル建ての債券に投資した結果、金利低下（債券価格は上昇）したことや債券の利息収入を得たこ
と、ニュージーランド・ドルが対円で値上がりしたことがプラスの寄与となり、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について
○債券市況

ニュージーランド債券市況は金利低下しました。設定時から₂₀₁₅年 ₁ 月末にかけては、原油価格の下落が物価を下押し
するとの観測や世界的な金融緩和の流れから欧米市場を中心に金利低下が進み、ニュージーランドも金利低下基調となり
ました。 ₁ 月末には、ＲＢＮＺ（ニュージーランド準備銀行）が、インフレ率が低位にとどまるとの見通しを背景に金融
引締め姿勢から中立姿勢へ変更したこともあり、金利低下が加速しました。 ₂ 月から ₃ 月前半にかけては、米国で早期利
上げ観測が高まったことで、米国市場に連れて金利上昇となりました。しかし ₃ 月半ば以降は、欧州の量的緩和開始や米
国の早期利上げ観測の後退などから利回りを求める動きが強まり、再び金利低下する動きとなりました。
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

○為替相場
ニュージーランド・ドルは対円で上昇しました。設定時から₂₀₁₄年₁₁月末にかけては、日銀が追加金融緩和を実施した

ことで円売りが進み、ニュージーランド・ドルは対円で大きく上昇しました。₁₂月は一進一退の推移となりましたが、
₂₀₁₅年 ₁ 月に入ると、世界的な金融緩和圧力の中でニュージーランドでも利下げ観測が徐々に強まり、ニュージーラン
ド・ドルは下落しました。また、ＲＢＮＺが金融政策の方向性を引締めから中立へ変更したことも、下落幅を拡大させる
要因となりました。 ₂ 月以降は、世界的な株高から市場のリスク選好度が強まったことに加え、堅調な国内経済指標を背
景に、ニュージーランド・ドルは上昇しました。

◆ポートフォリオについて
○当ファンド

ニュージーランド・ボンド・マザーファンドへの投資割合を高位に維持しました。
○ニュージーランド・ボンド・マザーファンド

主として、ニュージーランド・ドル建債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざ
して運用を行ないました。

金利変動リスクを表す修正デュレーションについては、 ₄ （年）程度から ₅ （年）程度の範囲内で運用しました。特に
金利低下圧力が強まる場面では長期化した一方、金利上昇傾向が強まる場面では短期化するなど、経済動向や市場環境等
を考慮して対応を行ないました。

債券種別構成に関しては、国債、州債、事業債の組入比率を高めに保ちました。
為替に関しては、実質外貨比率を高位に保ちました。

◆ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。当ファンドは運用方針により、参考指数と比較

して国債以外の債券（州債、事業債等）が投資対象に含まれるという特徴があります。参考指数はニュージーランドの債券
市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

（％）
7. 0
6. 0
5. 0
4. 0
3. 0
2. 0
1. 0
0. 0

-1. 0
-2. 0

第 1 期
（2014. 11. 4～

　 2014. 12. 18）

第 2 期
（2014. 12. 18～
 2015. 1. 19）

第 3 期
（2015. 1. 19～
　2015. 2. 18）

第 4期
（2015. 2. 18～
　2015. 3. 18）

第 5期
（2015. 3. 18～
　2015. 4. 20）

基準価額
シティニュージーランド
国債インデックス（円換算）
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

◆分配金について
【収益分配金】

₁ 万口当り分配金（税込み）は、第 ₁ 期および第 ₂ 期は分配方針通り収益の分配を行なわず、第 ₃ 期～第 ₅ 期はそれぞれ
25円といたしました。

■分配原資の内訳（ 1 万口当り）

項 目
第 ₁ 期 第 ₂ 期 第 ₃ 期 第 ₄ 期 第 ₅ 期

₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日 ₂₀₁₄年₁₂月₁₉日 ₂₀₁₅年 ₁ 月₂₀日 ₂₀₁₅年 ₂ 月₁₉日 ₂₀₁₅年 ₃ 月₁₉日
～₂₀₁₄年₁₂月₁₈日 ～₂₀₁₅年 ₁ 月₁₉日 ～₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日 ～₂₀₁₅年 ₃ 月₁₈日 ～₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日

当期分配金（税込み）（円） ― ― ₂₅ ₂₅ ₂₅
対基準価額比率（％） ― ― ₀． ₂₄ ₀． ₂₄ ₀． ₂₃
当 期 の 収 益（円） ― ― ₂₅ ₂₅ ₂₅
当期の収益以外（円） ― ― ― ― ―

翌 期 繰 越 分 配 対 象 額（円） ₅₅₅ ₇₀₃ ₇₀₇ ₇₁₀ ₈₂₆
（注 ₁ ） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」

および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。     
（注 ₂ ） 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。    
（注 ₃ ） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

【決定根拠、留保益の今後の運用方針】
収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（ ₁ 万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■収益分配金の計算過程（ 1 万口当り）
項 目 第 ₁ 期 第 ₂ 期 第 ₃ 期 第 ₄ 期 第 ₅ 期

（ａ）経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 ₅₆. ₁₂円 ₄₁. ₀₃円 ₂₈. ₂₃円 ₂₈. ₁₃円 ₄₄. ₉₉円
（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益 ₄₉₈. ₉₅ ₁₀₇. ₁₉  ₀. ₀₀  ₀. ₀₀ ₉₅. ₅₂
（ｃ）収 益 調 整 金  ₀. ₀₀ ₁. ₅₃ ₄₉. ₉₆ ₄₉. ₉₆ ₅₁. ₂₂
（ｄ）分 配 準 備 積 立 金  ₀. ₀₀ ₅₅₃. ₇₇ ₆₅₄. ₄₅ ₆₅₇. ₆₉ ₆₅₉. ₆₀
（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） ₅₅₅. ₀₇ ₇₀₃. ₅₅ ₇₃₂. ₆₅ ₇₃₅. ₇₉ ₈₅₁. ₃₅
（ｆ）分 配 金  ₀. ₀₀  ₀. ₀₀ ₂₅. ₀₀ ₂₅. ₀₀ ₂₅. ₀₀
（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ－ｆ） ₅₅₅. ₀₇ ₇₀₃. ₅₅ ₇₀₇. ₆₅ ₇₁₀. ₇₉ ₈₂₆. ₃₅
（注）下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド
ニュージーランド・ボンド・マザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着

実な成長をめざします。
○ニュージーランド・ボンド・マザーファンド

主として、ニュージーランド・ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめ
ざして運用を行ないます。

ポートフォリオの修正デュレーションは、市場動向や経済見通しに基づく金利見通しに応じて調整する方針です。
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

■利害関係人との取引状況
　当作成期間（第 1 期～第 5 期）中における利害関係人
との取引はありません。

■投資信託財産の構成
₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日現在

項 目 第 　₅　 期　 末
評　価　額 比　　 率

千円 ％
ニュージーランド・ボンド・マザーファンド ₁₁₅, ₈₀₀ ₉₉. ₁ 

コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他 ₁, ₀₅₃ ₀. ₉ 

投 資 信 託 財 産 総 額 ₁₁₆, ₈₅₄ ₁₀₀. ₀ 
（注 ₁ ）評価額の単位未満は切捨て。
（注 ₂ ） 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資

信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、 ₄ 月₂₀日における邦貨換算レートは、 ₁ ニュージーランド・ド
ル＝₉₁. ₇₄円です。

（注 ₃ ） ニュージーランド・ボンド・マザーファンドにおいて、第 ₅ 期末における
外貨建純資産（₁₁₅, ₃₄₉千円）の投資信託財産総額（₁₁₉, ₉₂₉千円）に対す
る比率は、₉₆. ₂% です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

（₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日から₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日まで）

決　算　期
第　₁   期　～　第　₅   期

設 定 解 約
口 数 金 額 口 数 金 額

ニュージーラン
ド・ ボ ン ド・
マザーファンド

千口 千円 千口 千円

₁₀₆, ₄₈₆ ₁₀₆, ₈₀₂ ₇₅₁ ₈₀₀ 

（注）単位未満は切捨て。

■ 1 万口当りの費用の明細

項　　　目
第 ₁ 期～第 ₅ 期

項　　目　　の　　概　　要（₂₀₁₄. ₁₁. ₄～₂₀₁₅. ₄. ₂₀）
金　額 比　率

信託報酬  ₆₂円 ₀. ₅₈₅％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
　　　　　期中の平均基準価額（月末値の平均値）は₁₀, ₅₃₈円です。

（投信会社）  （₂₆）  （₀. ₂₄₈） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
（販売会社）  （₃₄）  （₀. ₃₂₃） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託銀行）  （₂）  （₀. ₀₁₅） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料  ― ― 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税  ― ― 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用  ₁₀   ₀. ₀₉₃   その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）  （₇）  （₀. ₀₆₉） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）  （₀）  （₀. ₀₀₃） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）  （₂）  （₀. ₀₂₀） 信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　　　計  ₇₁   ₀. ₆₇₈  

（注 ₁ ） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託
手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。 

（注 ₂ ）金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 ₃ ）比率欄は ₁ 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して₁₀₀を乗じたものです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類 第　₅   期　末
口　　数 評 価 額

千口 千円
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド・ ボ ン ド・
マ ザ ー フ ァ ン ド ₁₀₅, ₇₃₄ ₁₁₅, ₈₀₀ 

（注）単位未満は切捨て。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約およ
び保有状況
設 定 時
保 有 額

当作成期間中
設 定 額

当作成期間中
解 約 額

第５期末
保 有 額 取引の理由

百万円 百万円 百万円 百万円

₁₀₀ ― ― ₁₀₀ 当初設定時におけ
る取得

（注 ₁ ）金額は元本ベース。
（注 ₂ ）単位未満切捨て。
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

■損益の状況
第 ₁ 期  自 ₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日  至 ₂₀₁₄年₁₂月₁₈日　　第 ₃ 期  自 ₂₀₁₅年 ₁ 月₂₀日  至 ₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日　　第 ₅ 期  自 ₂₀₁₅年 ₃ 月₁₉日  至 ₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日
第 ₂ 期  自 ₂₀₁₄年₁₂月₁₉日  至 ₂₀₁₅年 ₁ 月₁₉日　　第 ₄ 期  自 ₂₀₁₅年 ₂ 月₁₉日  至 ₂₀₁₅年 ₃ 月₁₈日

項 目 第 ₁ 期 第 ₂ 期 第 ₃ 期 第 ₄ 期 第 ₅ 期
（Ａ）配 当 等 収 益 30円 1₇円 13円 24円 3円

受 取 利 息 ₃₀  ₁₇  ₁₃  ₂₄  ₃
（Ｂ）有価証券売買損益 5， ₇12， 300  1， ₆0₆， 434  △ 943， 339  △ 1， 19₈， 9₇0  4， ₆22， 091

売 買 益 ₅, ₇₁₂, ₃₀₀  ₁, ₆₀₆, ₄₃₄  ―  ―  ₄, ₆₂₂, ₀₉₁
売 買 損 ―  ―  △ ₉₄₃, ₃₃₉  △ ₁, ₁₉₈, ₉₇₀  ―

（Ｃ）信 託 報 酬 等 △ 1₆1， 5₆3  △ 120， ₆39  △ 115， ₇2₆  △ 111， 4₆₇  △ 132， ₇05
（Ｄ）当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 5， 550， ₇₆₇  1， 4₈5， ₈12  △ 1， 059， 052  △ 1， 310， 413  4， 4₈9， 3₈9
（Ｅ）前期繰越損益金 ―  5， 550， ₇₆₇  ₇， 03₆， 5₇9  5， ₇0₈， ₇31  4， 129， 522
（Ｆ）追加信託差損益金 ―  15， 434  3₆₇， 04₈  3₆₇， 04₈  3₈0， ₆₆₈

（配 当 等 相 当 額）（ ―）  （ ₁₃, ₄₁₂） （ ₅₃₇, ₂₃₀） （ ₅₃₇, ₂₃₀） （ ₅₅₁, ₈₀₅）
（売 買 損 益 相 当 額）（ ―）  （ ₂, ₀₂₂） （△ ₁₇₀, ₁₈₂） （△ ₁₇₀, ₁₈₂） （△ ₁₇₁, ₁₃₇）

（Ｇ）合 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） 5， 550， ₇₆₇  ₇， 052， 013  ₆， 344， 5₇5  4， ₇₆5， 3₆₆  ₈， 999， 5₇9
（Ｈ）収 益 分 配 金 ―  ―  △ 2₆₈， ₇9₆  △ 2₆₈， ₇9₆  △ 2₆9， 29₆

次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ） 5， 550， ₇₆₇  ₇， 052， 013  ₆， 0₇5， ₇₇9  4， 49₆， 5₇0  ₈， ₇30， 2₈3
追 加 信 託 差 損 益 金 ―  ₁₅, ₄₃₄  ₃₆₇, ₀₄₈  ₃₆₇, ₀₄₈  ₃₈₀, ₆₆₈

（配 当 等 相 当 額）（ ―）  （ ₁₃, ₄₁₂） （ ₅₃₇, ₂₃₀） （ ₅₃₇, ₂₃₀） （ ₅₅₁, ₈₀₅）
（売 買 損 益 相 当 額）（ ―）  （ ₂, ₀₂₂） （△ ₁₇₀, ₁₈₂） （△ ₁₇₀, ₁₈₂） （△ ₁₇₁, ₁₃₇）
分 配 準 備 積 立 金 ₅, ₅₅₀, ₇₆₇  ₇, ₀₃₆, ₅₇₉  ₇, ₀₇₁, ₄₁₅  ₇, ₁₀₅, ₁₇₁  ₈, ₃₄₉, ₆₁₅
繰 越 損 益 金 ―  ―  △ ₁, ₃₆₂, ₆₈₄  △ ₂, ₉₇₅, ₆₄₉  ―

（注 ₁ ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注 ₂ ）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注 ₃ ）収益分配金の計算過程は ₇ ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目 第 ₁ 期 末 第 ₂ 期 末 第 ₃ 期 末 第 ₄ 期 末 第 ₅ 期 末
（Ａ）資 産 105， ₇12， 330円 10₇， 40₈， 21₇円 113， 9₈0， ₇54円 112， 39₇， 99₈円 11₆， ₈54， 143円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 ₁, ₀₀₀, ₀₃₀  ₈₃₉, ₄₈₃  ₁, ₂₀₃, ₃₅₉  ₈₁₉, ₅₇₃  ₁, ₀₅₃, ₆₂₇  
ニュージーランド・ボンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額） ₁₀₄, ₇₁₂, ₃₀₀  ₁₀₆, ₅₆₈, ₇₃₄  ₁₁₂, ₇₇₇, ₃₉₅  ₁₁₁, ₅₇₈, ₄₂₅  ₁₁₅, ₈₀₀, ₅₁₆  

（Ｂ）負 債 1₆1， 5₆3  121， ₆3₈  3₈₆， 2₆₇  3₈2， ₇20  405， 152  
未 払 収 益 分 配 金 ―  ― ₂₆₈, ₇₉₆  ₂₆₈, ₇₉₆  ₂₆₉, ₂₉₆  
未 払 信 託 報 酬 ₁₆₀, ₅₆₄  ₁₁₉, ₈₉₃  ₁₁₅, ₀₁₄  ₁₁₀, ₇₇₃  ₁₃₁, ₈₈₁  
そ の 他 未 払 費 用 ₉₉₉  ₁, ₇₄₅  ₂, ₄₅₇  ₃, ₁₅₁  ₃, ₉₇₅  

（Ｃ）純 資 産 総 額（Ａ－Ｂ） 105， 550， ₇₆₇  10₇， 2₈₆， 5₇9  113， 594， 4₈₇  112， 015， 2₇₈  11₆， 44₈， 991  
元 本 ₁₀₀, ₀₀₀, ₀₀₀  ₁₀₀, ₂₃₄, ₅₆₆  ₁₀₇, ₅₁₈, ₇₀₈  ₁₀₇, ₅₁₈, ₇₀₈  ₁₀₇, ₇₁₈, ₇₀₈  
次 期 繰 越 損 益 金 ₅, ₅₅₀, ₇₆₇  ₇, ₀₅₂, ₀₁₃  ₆, ₀₇₅, ₇₇₉  ₄, ₄₉₆, ₅₇₀  ₈, ₇₃₀, ₂₈₃  

（Ｄ）受 益 権 総 口 数 100， 000， 000口 100， 234， 5₆₆口 10₇， 51₈， ₇0₈口 10₇， 51₈， ₇0₈口 10₇， ₇1₈， ₇0₈口
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 10， 555円 10， ₇04円 10， 5₆5円 10， 41₈円 10， ₈10円

＊設定時における元本額は₁₀₀, ₀₀₀, ₀₀₀円、当作成期間（第 ₁ 期～第 ₅ 期）中における追加設定元本額は₇, ₇₁₈, ₇₀₈円、同解約元本額は ₀ 円です。
＊第 ₅ 期末の計算口数当りの純資産額は₁₀, ₈₁₀円です。

（₂₀₁₄年₁₂月₁₈日）、（₂₀₁₅年 ₁ 月₁₉日）、（₂₀₁₅年 ₂ 月₁₈日）、（₂₀₁₅年 ₃ 月₁₈日）、（₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日）現在

6



ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

■収益分配金の計算過程（総額）
項 目 第 ₁ 期 第 ₂ 期 第 ₃ 期 第 ₄ 期 第 ₅ 期

（ａ）経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 ₅₆₁, ₂₀₀円 ₄₁₁, ₃₅₆円 ₃₀₃, ₆₃₂円 ₃₀₂, ₅₅₂円 ₄₈₄, ₇₁₃円
（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益 ₄, ₉₈₉, ₅₆₇ ₁, ₀₇₄, ₄₅₆  ₀  ₀ ₁, ₀₂₉, ₀₂₇
（ｃ）収 益 調 整 金  ₀ ₁₅, ₄₃₄ ₅₃₇, ₂₃₀ ₅₃₇, ₂₃₀ ₅₅₁, ₈₀₅
（ｄ）分 配 準 備 積 立 金  ₀ ₅, ₅₅₀, ₇₆₇ ₇, ₀₃₆, ₅₇₉ ₇, ₀₇₁, ₄₁₅ ₇, ₁₀₅, ₁₇₁
（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） ₅, ₅₅₀, ₇₆₇ ₇, ₀₅₂, ₀₁₃ ₇, ₈₇₇, ₄₄₁ ₇, ₉₁₁, ₁₉₇ ₉, ₁₇₀, ₇₁₆
（ｆ）分 配 金  ₀  ₀ ₂₆₈, ₇₉₆ ₂₆₈, ₇₉₆ ₂₆₉, ₂₉₆
（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ－ｆ） ₅, ₅₅₀, ₇₆₇ ₇, ₀₅₂, ₀₁₃ ₇, ₆₀₈, ₆₄₅ ₇, ₆₄₂, ₄₀₁ ₈, ₉₀₁, ₄₂₀
（ｈ）受 益 権 総 口 数 ₁₀₀, ₀₀₀, ₀₀₀口 ₁₀₀, ₂₃₄, ₅₆₆口 ₁₀₇, ₅₁₈, ₇₀₈口 ₁₀₇, ₅₁₈, ₇₀₈口 ₁₀₇, ₇₁₈, ₇₀₈口
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ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）

【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】

《お知らせ》
●運用報告書（全体版）の電子交付について

　2014年12月 1 日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の 2 種類になりま
したが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に定めました。

●書面決議手続きの改正について
　重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議について、2014年12月 1 日施行の法改正により以下の点が変更されたことに
伴い、信託約款の該当箇所の変更を行ないました。
・ 書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ受益者の保有する議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得ること」から「受益

者の保有する議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得ること」に変更されました。
・ 投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽

微なものであるときは、当該併合に関する書面決議が不要となりました。
・ 書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンドは該当します。）

には適用されなくなりました。

分配金の課税上の取扱いについて
・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）

を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については、20. 315％（所得税₁₅％、復興特別所得税0. 315％および地方税 ₅ ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申

告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択する
こともできます。

・法人の受益者の場合、税率が異なります。
・税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

　当ファンドは少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い
合わせください。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1   万　口　当　り　分　配　金
第 3 期 第 4 期 第 5 期
25円 25円 25円

（単　　　価） ︵10， 5₆5円 ︶ ︵10， 41₈円 ︶ ︵10， ₈10円 ︶
●〈分配金再投資コース〉をご利用の方の税引き分配金は、上記（　）内の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。
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ニュージーランド・ボンド・マザーファンド
運用報告書　第 1 期　（決算日　2015年 4 月20日）

（計算期間　2014年₁₁月 ₄ 日～2015年 ₄ 月₂₀日）

　ニュージーランド・ボンド・マザーファンドの第 ₁ 期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象 ニュージーランド・ドル建債券

運 用 方 法

①主として、ニュージーランド・ドル建債券に投資することにより、安定した収益の確保と信
託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
②運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
　イ ．投資対象は、国債等（国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると

判断される機関等が発行・保証する債券を含みます。）および社債とします。
　ロ ．投資する債券は、取得時においてＢＢＢ格相当以上（ムーディーズでＢａａ ₃ 以上、Ｓ

＆ＰでＢＢＢ－以上またはフィッチでＢＢＢ－以上）の格付けを有することを基本としま
す。

　ハ ．国債等を除き、一発行体当りの投資比率は、信託財産の純資産総額の10％程度を上限と
します。

　ニ ．運用の効率化を図るため、ニュージーランド・ドル建ての国債先物取引等を利用するこ
とがあります。

③外貨建資産への組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

株式組入制限 純資産総額の₁₀％以下

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
h t t p : / / w w w . d a i w a－a m . c o . j p /
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ニュージーランド・ボンド・マザーファンド

■当期中の基準価額と市況の推移

《運用経過》
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】

設定時：₁₀, ₀₀₀円　期末：₁₀, ₉₅₂円　騰落率：₉. ₅％
【基準価額の主な変動要因】

ニュージーランド・ドル建ての債券に投資した結果、金利低下（債
券価格は上昇）したことや債券の利息収入を得たこと、ニュージーラ
ンド・ドルが対円で値上がりしたことがプラスの寄与となり、基準価
額は値上がりしました。

◆投資環境について
○債券市況

ニュージーランド債券市況は金利低下しました。設定時から₂₀₁₅
年 ₁ 月末にかけては、原油価格の下落が物価を下押しするとの観測

年 　月 　日
基 準 価 額

シティニュージーランド
国債インデックス

（円換算）
公 社 債
組入比率

債　　券
先物比率

騰落率 （参考指数） 騰落率
円 ％ ％ ％ ％

（設定）₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日 ₁₀, ₀₀₀ ― ₁₀, ₀₀₀ ― ― ―
₁₁月末 ₁₀, ₆₁₃ ₆. ₁ ₁₀, ₆₂₂ ₆. ₂ ₉₇. ₄ ―
₁₂月末 ₁₀, ₈₃₇ ₈. ₄ ₁₀, ₈₅₇ ₈. ₆ ₉₆. ₈ ―

₂₀₁₅年 ₁ 月末 ₁₀, ₂₁₃ ₂. ₁ ₁₀, ₂₂₉ ₂. ₃ ₉₇. ₁ ―
₂ 月末 ₁₀, ₆₆₅ ₆. ₇ ₁₀, ₆₉₁ ₆. ₉ ₉₇. ₂ ―
₃ 月末 ₁₀, ₇₃₂ ₇. ₃ ₁₀, ₇₆₉ ₇. ₇ ₉₆. ₇ ―

（期末）₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日 ₁₀, ₉₅₂ ₉. ₅ ₁₀, ₉₈₈ ₉. ₉ ₉₆. ₉ ―
（注 ₁ ）騰落率は設定比。
（注 ₂ ） シティニュージーランド国債インデックス（円換算）は、シティニュージー

ランド国債インデックス（ニュージーランド・ドルベース）のデータに基づ
き、円換算し、当ファンド設定日を₁₀, ₀₀₀として大和投資信託が計算したも
のです。

（注 ₃ ） 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用し
ています。

（注 ₄ ） 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注 ₅ ）債券先物比率は買建比率－売建比率です。

や世界的な金融緩和の流れから欧米市場を中心に金利低下が進み、
ニュージーランドも金利低下基調となりました。 ₁ 月末には、ＲＢ
ＮＺ（ニュージーランド準備銀行）が、インフレ率が低位にとどま
るとの見通しを背景に金融引締め姿勢から中立姿勢へ変更したこと
もあり、金利低下が加速しました。 ₂ 月から ₃ 月前半にかけては、
米国で早期利上げ観測が高まったことで、米国市場に連れて金利上
昇となりました。しかし ₃ 月半ば以降は、欧州の量的緩和開始や米
国の早期利上げ観測の後退などから利回りを求める動きが強まり、
再び金利低下する動きとなりました。

○為替相場
ニュージーランド・ドルは対円で上昇しました。設定時から₂₀₁₄

年₁₁月末にかけては、日銀が追加金融緩和を実施したことで円売り
が進み、ニュージーランド・ドルは対円で大きく上昇しました。₁₂
月は一進一退の推移となりましたが、₂₀₁₅年 ₁ 月に入ると、世界的
な金融緩和圧力の中でニュージーランドでも利下げ観測が徐々に強
まり、ニュージーランド・ドルは下落しました。また、ＲＢＮＺが
金融政策の方向性を引締めから中立へ変更したことも、下落幅を拡
大させる要因となりました。 ₂ 月以降は、世界的な株高から市場の
リスク選好度が強まったことに加え、堅調な国内経済指標を背景
に、ニュージーランド・ドルは上昇しました。

◆ポートフォリオについて
主として、ニュージーランド・ドル建債券に投資することにより、

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない
ました。

金利変動リスクを表す修正デュレーションについては、 ₄ （年）程
度から ₅ （年）程度の範囲内で運用しました。特に金利低下圧力が強
まる場面では長期化した一方、金利上昇傾向が強まる場面では短期化
するなど、経済動向や市場環境等を考慮して対応を行ないました。

債券種別構成に関しては、国債、州債、事業債の組入比率を高めに
保ちました。

為替に関しては、実質外貨比率を高位に保ちました。
◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設け
ておりません。

当期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当期中の基
準価額と市況の推移」をご参照ください。

当ファンドは運用方針により、参考指数と比較して国債以外の債券
（州債、事業債等）が投資対象に含まれるという特徴があります。参
考指数はニュージーランドの債券市場の動向を表す代表的な指数とし
て掲載しております。

《今後の運用方針》
　主として、ニュージーランド・ドル建ての債券に投資することによ
り、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行な
います。
　ポートフォリオの修正デュレーションは、市場動向や経済見通しに基
づく金利見通しに応じて調整する方針です。

11, 000

10, 800

10, 600

10, 400

10, 200

10, 000

9, 800

（円）

設　定
（2014. 11. 4）

期　末
（2015. 4. 20）

基準価額

10



ニュージーランド・ボンド・マザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細
項 目 当　　　期

売買委託手数料 ―円

有価証券取引税 ―

その他費用 10  
（保管費用） （ 8） 
（その他） （ 2） 

合　　　　　　　計 10  
（注 ₁ ） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって

受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「 ₁ 万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。

（注 ₂ ） 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公 社 債

（₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日から₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日まで）
買 付 額 売 付 額

外
　
　
　
国

千ニュージーランド・ドル 千ニュージーランド・ドル

ニュージーランド

国債証券 ₁, ₁₀₂  ₇₉₂ 
（ ―） 

地方債証券 ₃₄₈  ₁₀ 
（ ―） 

特殊債券 ₁₄₁  ― 
（ ―） 

社 債 券 ₄₃₂  ₃₀ 
（ ―） 

（注 ₁ ）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注 ₂ ）（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注 ₃ ）社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
（注 ₄ ）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公　 社　 債

（₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日から₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日まで）
当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

買　　　　　　　　　　　付 売　　　　　　　　　　　付
銘 柄 金 額 銘 柄 金 額

千円 千円
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₅. ₅% ₂₀₂₃/₄/₁₅ ₂₂, ₃₆₂ NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₅. ₅% ₂₀₂₃/₄/₁₅ ₂₂, ₅₈₃ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₆% ₂₀₁₅/₄/₁₅ ₁₆, ₈₅₄ NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₆% ₂₀₁₅/₄/₁₅ ₁₇, ₃₄₄ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₆% ₂₀₁₇/₁₂/₁₅ ₁₆, ₆₁₅ NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₆% ₂₀₁₇/₁₂/₁₅ ₁₃, ₇₉₁ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₄. ₅% ₂₀₂₇/₄/₁₅ ₁₅, ₂₉₅ NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₅% ₂₀₁₉/₃/₁₅ ₉, ₁₁₃ 
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC（ニュージーランド） ₅. ₅% ₂₀₂₃/₄/₁₅ ₁₃, ₅₈₃ NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₆% ₂₀₂₁/₅/₁₅ ₆, ₃₃₃ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₅% ₂₀₁₉/₃/₁₅ ₁₂, ₆₇₆ Toronto-Dominion Bank/The（カナダ） ₄. ₂₅% ₂₀₁₈/₄/₃ ₂, ₇₇₅ 
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC（ニュージーランド） ₆% ₂₀₂₁/₅/₁₅ ₁₀, ₀₄₉ NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₄. ₅% ₂₀₂₇/₄/₁₅ ₁, ₉₇₆ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₃% ₂₀₂₀/₄/₁₅ ₉, ₇₉₆ NZ LOCAL GOVT FUND AGENC（ニュージーランド） ₅% ₂₀₁₉/₃/₁₅ ₉₄₂ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND（ニュージーランド） ₆% ₂₀₂₁/₅/₁₅ ₆, ₂₄₆ 
Fonterra Co-operative Group Ltd（ニュージーランド） ₄. ₃₃% ₂₀₂₁/₁₀/₂₀ ₄, ₁₂₈ 

（注 ₁ ）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注 ₂ ）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
（1）外国（外貨建）公社債（通貨別）

作　成　期 当 期 末

区 分 額 面 金 額
評 価 額

組入比率
う ち Ｂ Ｂ 格
以 下 組 入
比 率

残存期間別組入比率

外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 ₅ 年以上 ₂ 年以上 ₂ 年未満
千ニュージーランド・ドル 千ニュージーランド・ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％

ニュージーランド ₁, ₁₅₂  ₁, ₂₂₃  ₁₁₂, ₂₁₃  ₉₆. ₉  ― ₄₇. ₈  ₄₁. ₉  ₇. ₂
（注 ₁ ）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注 ₂ ）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注 ₃ ）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
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ニュージーランド・ボンド・マザーファンド

■投資信託財産の構成
₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日現在

項 目 当 期 末
評 価 額 比 率

千円 ％
公    社    債 ₁₁₂, ₂₁₃ ₉₃. ₆ 

コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他 ₇, ₇₁₅ ₆. ₄ 

投 資 信 託 財 産 総 額 ₁₁₉, ₉₂₉ ₁₀₀. ₀ 
（注 ₁ ）評価額の単位未満は切捨て。
（注 ₂ ） 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資

信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、 ₄ 月₂₀日における邦貨換算レートは、 ₁ ニュージーランド・ド
ル＝₉₁. ₇₄円です。

（注 ₃ ） 当期末における外貨建純資産（₁₁₅, ₃₄₉千円）の投資信託財産総額（₁₁₉, ₉₂₉
千円）に対する比率は、₉₆. ₂% です。

（2）外国（外貨建）公社債（銘柄別）
当 期 末

区 分 銘 柄 種　類 年利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
％ 千ニュージーランド・ドル 千ニュージーランド・ドル 千円

ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 国債証券 ₆. ₀₀₀₀ ₃₀  ₃₂  ₂, ₉₅₀  ₂₀₁₇/₁₂/₁₅ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 国債証券 ₅. ₀₀₀₀ ₃₀  ₃₂  ₂, ₉₄₂  ₂₀₁₉/₀₃/₁₅ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 国債証券 ₃. ₀₀₀₀ ₁₁₀  ₁₀₉  ₁₀, ₀₄₀  ₂₀₂₀/₀₄/₁₅ 
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 国債証券 ₄. ₅₀₀₀ ₁₃₀  ₁₄₅  ₁₃, ₃₅₉  ₂₀₂₇/₀₄/₁₅ 
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 地方債証券 ₅. ₅₀₀₀ ₁₄₀  ₁₅₅  ₁₄, ₃₁₁  ₂₀₂₃/₀₄/₁₅ 
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 地方債証券 ₆. ₀₀₀₀ ₁₀₀  ₁₁₂  ₁₀, ₂₉₃  ₂₀₂₁/₀₅/₁₅ 
Auckland Council 地方債証券 ₅. ₈₀₆₀ ₄₀  ₄₄  ₄, ₁₁₉  ₂₀₂₄/₀₃/₂₅ 
Auckland Council 地方債証券 ₄. ₀₁₇₀ ₃₇  ₃₇  ₃, ₄₂₀  ₂₀₂₀/₀₉/₂₄ 
KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 特殊債券 ₄. ₅₀₀₀ ₃₀  ₃₁  ₂, ₈₄₇  ₂₀₂₀/₀₈/₂₀ 
KOMMUNALBANKEN 特殊債券 ₅. ₀₀₀₀ ₃₀  ₃₁  ₂, ₈₇₀  ₂₀₁₉/₀₃/₂₈ 
INTL.  BK.  RECON&DEVELOPMENT 特殊債券 ₄. ₆₂₅₀ ₃₀  ₃₁  ₂, ₈₈₈  ₂₀₂₁/₁₀/₀₆ 
INTL.  FIN.  CORP. 特殊債券 ₄. ₆₂₅₀ ₂₀  ₂₀  ₁, ₈₅₃  ₂₀₁₆/₀₅/₂₅ 
NORDIC INVESTMENT BK. 特殊債券 ₄. ₁₂₅₀ ₃₀  ₃₀  ₂, ₇₇₈  ₂₀₁₇/₀₃/₁₆ 
National Australia Bank Ltd 社 債 券 ₅. ₆₂₅₀ ₃₀  ₃₁  ₂, ₉₂₉  ₂₀₁₉/₁₁/₂₂ 
RABOBANK NEDERLAND 社 債 券 ₅. ₁₂₅₀ ₄₀  ₄₁  ₃, ₇₉₇  ₂₀₂₀/₀₄/₁₇ 
Transpower New Zealand Ltd 社 債 券 ₄. ₆₅₀₀ ₄₀  ₄₁  ₃, ₇₆₃  ₂₀₁₉/₀₉/₀₆ 
Toronto-Dominion Bank/The 社 債 券 ₄. ₂₅₀₀ ₁₀  ₁₀  ₉₂₅  ₂₀₁₈/₀₄/₀₃ 
General Electric Capital Corp 社 債 券 ₆. ₅₀₀₀ ₄₀  ₄₀  ₃, ₇₁₂  ₂₀₁₅/₀₉/₂₈ 
Fonterra Co-operative Group Ltd 社 債 券 ₄. ₃₃₀₀ ₄₅  ₄₄  ₄, ₁₂₀  ₂₀₂₁/₁₀/₂₀ 
CITIGROUP INC. 社 債 券 ₅. ₁₃₀₀ ₃₀  ₃₀  ₂, ₈₂₇  ₂₀₁₉/₁₁/₁₂ 
MORGAN STANLEY 社 債 券 ₇. ₆₀₀₀ ₄₀  ₄₂  ₃, ₉₁₄  ₂₀₁₇/₀₈/₀₈ 
ABN AMRO Bank NV 社 債 券 ₆. ₀₀₀₀ ₄₀  ₄₂  ₃, ₉₂₄  ₂₀₁₉/₀₆/₁₇ 
AUST & NZ BANK 社 債 券 ₅. ₁₂₅₀ ₄₀  ₄₁  ₃, ₈₀₂  ₂₀₁₉/₁₂/₀₈ 
Commonwealth Bank of Australia 社 債 券 ₅. ₁₂₅₀ ₄₀  ₄₁  ₃, ₈₁₈  ₂₀₁₉/₀₈/₀₁ 

合　　計 銘柄数 ₂₄銘柄 
金　額 ₁, ₁₅₂ ₁, ₂₂₃ ₁₁₂, ₂₁₃ 

（注 ₁ ）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注 ₂ ）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
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ニュージーランド・ボンド・マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況
₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日現在

項 目 当 期 末
（Ａ）資 産 119, 929, 02₇円

コ ー ル  ・ ロ ー ン 等 ₆, ₆₁₄, ₈₇₄  
公 社 債（評価額） ₁₁₂, ₂₁₃, ₆₈₆  
未 収 利 息 ₈₄₃, ₈₃₆  
前 払 費 用 ₂₅₆, ₆₃₁  

（Ｂ）負 債 4, 12₈, 300  
未 払 金 ₄, ₁₂₈, ₃₀₀  

（Ｃ）純 資 産 総 額（Ａ－Ｂ） 115, ₈00, ₇2₇  
元 本 ₁₀₅, ₇₃₄, ₅₈₄  
次 期 繰 越 損 益 金 ₁₀, ₀₆₆, ₁₄₃  

（Ｄ）受 益 権 総 口 数 105, ₇34, 5₈4口
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 10, 952円

＊ 設定時における元本額は₉₉, ₀₀₀, ₀₀₀円、当期中における追加設定元本額は
₇, ₄₈₆, ₄₀₈円、同解約元本額は₇₅₁, ₈₂₄円です。

＊ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ニュー
ジーランド・ボンド・オープン（毎月決算型）₁₀₅, ₇₃₄, ₅₈₄円です。

＊当期末の計算口数当りの純資産額は₁₀, ₉₅₂円です。

■損益の状況
当期　自₂₀₁₄年₁₁月 ₄ 日　至₂₀₁₅年 ₄ 月₂₀日

項 目 当 期
（Ａ）配 当 等 収 益 2, 3₇9, 013円

受 取 利 息 ₂, ₃₇₉, ₀₁₃  
（Ｂ）有価証券売買損益 ₇, 51₈, ₆53  

売 買 益 ₇, ₇₅₉, ₂₂₂  
売 買 損 △  ₂₄₀, ₅₆₉  

（Ｃ）そ の 他 費 用 △  9₈, 939  
（Ｄ）当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 9, ₇9₈, ₇2₇  
（Ｅ）解 約 差 損 益 金 △  4₈, 1₇₆  
（Ｆ）追加信託差損益金 315, 592  
（Ｇ）合 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） 10, 0₆₆, 143  

次期繰越損益金（Ｇ） 10, 0₆₆, 143  
（注 ₁ ） 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を

下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注 ₂ ） 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る

場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》
●書面決議手続きの改正について

　重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議につい
て、2014年12月 1 日施行の法改正により以下の点が変更さ
れたことに伴い、信託約款の該当箇所の変更を行ないまし
た。
・ 書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ

受益者の保有する議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得るこ
と」から「受益者の保有する議決権の 3 分の 2 以上の賛
成を得ること」に変更されました。

・ 投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が
必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及
ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する
書面決議が不要となりました。

・ 書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定
について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンド
は該当します。）には適用されなくなりました。
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